
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター利用規程 

 

第 １ 条  薬局（医薬品製造業を含む。）、店舗販売業及び卸売販売業等（以下「薬局等」という。）の許可若しく

は許可更新を受ける者が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規

則（昭和３６年２月１日厚生省令第１号）第１２条、第１４４条及び第１５７条に基づく医薬品の試験

検査を実施するにあたり、一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター（以下「検査センター」

という。）を利用するに当たっての手続き等については、この規程の定めるところによる。 

 

【会員であるとき】 

第 ２ 条  薬局等の開設者（法人にあっては代表者。以下同じ。）は、本人又は当該薬局等の管理薬剤師（以下「薬

局開設者等」という。）が一般社団法人北海道薬剤師会（以下「薬剤師会」という。）のＡ会費会員（以

下「会員」という。）であるときは、別記様式５の「利用契約申込書」により、検査センターに利用契約

を申し出るものとする。 

 

第 ３ 条  契約にあたっては、薬局医薬品製造業の許可を受けている薬局にあっては別記様式１の契約書を、そ

れ以外の薬局等にあっては別記様式３による契約書を２通作成して、双方がこの１通を所持するものと

する。 

２  契約の有効期間は薬局等開設許可有効期間の６年以内とし、薬局等の開設者と検査センターが協議し

て決定する。 

３  契約期間内にその業務を廃止又は休止したとき、若しくは契約者双方いずれかより解約について申し

出があったときは、契約を解約することができる。 

   なお、契約締結後、薬局開設者等が会員資格を失った場合は、会員としての契約は、その時点で解約

されたものとする。 

 

第 ４ 条  利用契約料（以下「契約料」という。）は１年間３，０００円（消費税は別途とする）とする。 

     この契約料は、２０２４年３月３１日までの契約分とし、２０２４年度以降の契約の契約料は、薬剤

師会と検査センターが協議して決定する。 

    ２  契約料は、契約期間分を一括前納するものとする。 

但し、利用契約期間に１年未満の期間がある場合は、当該期間に係る契約料は、日割計算により納付

するものとする。 

３ 契約料は、検査センターが指定する方法により納付するか、若しくは現金等により納入するものとす

る。 

    ４ 解約に伴い返還すべき契約料が生じた場合は、日割計算により返還するものとする。 

 

第 ５ 条 薬局開設者等は必要に応じ、検査センターの施設及び器具・機材（以下「センターの施設等」という。）

を用いて、随時に試験検査を実施することが出来るものとし、検査の一部又は全部を検査センターに依

頼することができる。 

２ 検査センターに依頼する場合は、原則として、検査センターが定める料金表の額の２分の１の料金に

よるものとする。 

但し、初回検査については、１年間、２検体（１検体に付き３項目まで）以内の検査に限り、これを

無料とする。 

また、その試験検査を、薬局等が、自ら、センターの施設等を利用して行う場合は、本項に規定され

るものを除き、検査センターが定める関係費用を負担しなければならない。 

 

【会員でないとき】 

第 ６ 条  薬局開設者等が会員でないとき（以下「会員外」という。）は，契約にあたっては、別記様式５の「利

用契約申込書」により、検査センターに利用契約を申し出るものとし、薬局医薬品製造業の許可を受け

ている薬局等にあっては別記様式２の契約書を、それ以外の薬局等にあっては別記様式４による契約書

を２通作成して、双方各１通を所持するものとする。 

２  契約の有効期間は薬局等開設許可有効期間の６年以内とし、薬局等の開設者と検査センターが協議し

て決定する。 

３  契約期間内にその業務を廃止又は休止したとき、若しくは契約者双方いずれかより解約について申し

出があったときは、契約を解約することができる。 

 



第 ７ 条 会員外の契約料は年額５５，０００円（消費税は別途とする）とする。 

    なお、契約料は１年分を前納するものとし、検査センターが定める方法により納付するか、若しくは

現金等により納入するものとする。 

２  契約期間内に解約したときは，契約有効期間の残余期間分の契約料は、日割計算により返還するもの

とする。 

 

第 ８ 条 会員外の薬局開設者等が、試験検査を検査センターに依頼する場合は、１年間当り１検体（３項目以

内）については無料とし、検体が１検体・３項目を超える分について、検査センターが定める料金表に

よる額を支払うものとする。 

また、その試験検査を、薬局等が、自ら、センターの施設等を利用して行う場合は、検査センターが

定める関係費用を負担しなければならない。 

 

【会員、会員外に共通する事項】 

第 ９ 条 薬剤師会が定める「薬局等における医薬品の試験検査の実施要領」による計画的試験検査は、検査セ

ンターが行うものとする。 

 

第 10条  薬品等に係る試験検査を、薬局等が、自ら、検査センターの施設等を利用して行う場合は、次に掲げる

事項を厳守しなければならない。 

１）機器の取扱、その他器具、試薬の使用については、検査センターが指定する担当職員の指示に従うこと。 

２）利用者が、機器その他器具類を破損したとき、又は、利用者の試験操作の誤りに起因して発生した事故

等により施設及び機器等に損害を与えたときは、利用者において、その全額を弁償しなければならない。 

３）特殊な試薬、機器部品等を必要とするときは、検査センターの所長（以下「所長」という。）の判断によ

り、利用者に、その経費の一部又は全部の負担を求められる場合があること。 

４）利用できる時間は、検査センターの就業日及び就業時間内とする。 

５）その他、検査センター内においては、所長又は所長が指定する職員の管理監督のもとに行動すること。 

 

第 11 条 開設者氏名、施設（店舗）名及びその所在地並びに管理薬剤師等、契約内容に変更があった場合は、

別記様式各号により、速やかにその内容を検査センターに報告しなければならない。 

 

第 12 条 動物用医薬品販売業、化粧品製造販売業等の第１条に規定する薬局等以外の公的機関における許可業

種が、センターの施設等を利用しようとするときは、他に定めがある場合を除き、本規程を準用するも

のとする。 

 

第 13 条 その他、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、契約者双方が協議して定めるものとする。 

     この場合、重要な事項については、薬剤師会と協議して決定するものとする。 

 

附  則 

この規程は昭和６２年１０月１４日から施行する。 

附  則 

この規程は平成 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 

附  則 

この規程は平成１０年 ４ 月 １ 日から施行する. 

附  則 

この規程は平成１８年 ４ 月 １ 日から施行する 

附  則 

この規程は平成２１年 ４ 月 １ 日から施行する 

附  則 

この規程は平成２４年 ４ 月 １ 日から施行する 

附  則 

この規程は平成２６年 ４ 月 １ 日から施行する 

附  則 

この規程は平成２８年 ３ 月 １ 日から施行する 

附  則 

この規程は平成２９年 ２ 月 ９ 日から施行する 


